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は じ め に 
 

児童生徒を取り巻く社会や環境の急激な変化にともない，子どもたち

にも様々な表れが見られるようになってきており，不登校もその一つで

あります。 
本市の不登校児童生徒の割合は，大都市圏の中核市の特徴と同様に，

全国や県の割合を上回っており，特に中学校では高い状況にあります。

また，小学校の早い段階から不登校になる児童も増加するなど不登校の

低年齢化の傾向が見られており，その原因や背景は多様化しております。 
本市におきましては，何らかの理由により学校に行けない児童生徒に

対して，教育センター相談室や適応支援教室（とらいあんぐる・まちか

どの学校）・相談学級において，一人一人の状態に応じた支援を行って

おります。 
各適応支援教室・相談学級は，まずは不登校状態にある児童生徒にと

って安心できる居場所となることが大きな役割ですが，児童生徒の状態

の変化に応じて，少しずつ自分自身の在り方を考え，様々な活動にチャ

レンジしていくためのベースキャンプとしての機能も発揮しておりま

す。こうした中，児童生徒には，職員と二人三脚で，あるいは小集団の

中で，じっくりと自分と向き合いながら，学習や様々な体験活動に取り

組ませ，学校復帰や社会的自立に向け，在籍校の先生方やご家族との連

携・協力のもと，自信の回復や対人関係力の育成を図っております。 
本ガイドブックには，通級・入級までの流れや各適応支援教室・相談

学級の特徴など各種の情報や資料がまとめられています。不登校の状態

にある児童生徒が，学校復帰や社会的自立に向けた新たな一歩を踏み出

せるよう，ぜひご活用ください。 
 
平成 30 年７月 

宇都宮市教育センター 
所長 田中芳浩 
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           【児童生徒・保護者との関わりについて（様式４）p32】（毎月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【教育相談紹介状，通級申込書（様式１）p30】は，教育センターキャビネットに格納 

教育情報システム ⇒ 教育センターキャビネット ⇒ 教育相談 ⇒ 適応支援教室 

適応支援教室への通級までの流れ 

通級開始面談 

（児童生徒・保護者・適応担当が適応支援教室にて実施） 

【新規の場合】 

児童生徒，保護者，担任，不登校対策担当教員等

で，学校や家庭でできる支援について話し合い，具

体的な対応策を検討する。 

※ 小学６年生時に，適応支援教室を利用していた中

学１年生についても，同様に扱う。 

 

適応支援教室利用等について，教育センターでの相

談が必要とした場合は，教育センター（６３９－４３

８０）へ，電話で相談の予約を取るよう，保護者に依

頼する。 

【教育相談紹介状 p30】を作成し，初回面談日に間

に合うよう，保護者に渡す。 

【継続（前年度適応支援教室を利用していた）の場

合】 

・これまでの学校との関わりや適応支援教室での状

況等を把握し，児童生徒，保護者，担任，不登校

対策担当教員等で，学校や家庭でできる支援につ

いて話し合い，具体的な対応策を検討する。 

・ 適応支援教室の利用が必要な場合は，教育センタ

ー又はまちかどの学校へ，通級開始に係る面談の

申し込みをするよう，保護者に依頼するとともに，

【通級申込書（様式１）p30】を作成し，教育セン

ター所長宛提出する。 

 

○「とらいあんぐる」利用の場合 

教育センター（６３９－４３８０） 

○「まちかどの学校」利用の場合 

「まちかどの学校」（６８９－８９９５・８９９６） 

 

※【教育相談紹介状  p30】は必要ありません。 
教育センターでの相談にて，適応支援教室の利用が

適当だと判断された場合，センターからの連絡を受け，

【通級申込書（様式１）p30】を作成し，教育センター

所長宛提出する。 

通級開始 

※ 適応支援教室から在籍校宛に【通級許可通知書（様式２）p31】を送付 

適応支援教室 在籍校 

年度末で通級終了 

※  適応支援教室から在籍校宛に【通級終了通知書（様式５）p32】を送付     

※  次年度も継続する場合は，再度適応支援教室に申し込みをする。 

 


